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7. 応募の手続き

次の書類を揃え、 指定する日までに、 財団事務局に提出する。 記載濶れ、 乱雑な

記入の書類は受け付けない。

（1)奨学金申請書（所定の様式） ｝
(2)履歴書（所定の様式） 自筆による（乱雑な記載は受け付けません）

(3)身上書（所定の様式）

(4)在学証明書：大学院各課程入学予定者は、 合格通知書（入学許可書）の写し

(5)在留カ ー ドの写し（住所、 氏名、 在留資格の確認のため）

(6)成績証明書：現課程のもの。 入手不可能の場合は、 前の課程のもの又は入学

試験の成績・順位等。

(7)推薦理由書（学部長又は指導教員による封馘書）：A4用紙で1頁以内

(8)博士課程に在籍する学生は、 研究内容、 論文リスト、 学会発表歴等のレポ ー

ト：A4用紙で1頁以内

8. 選考及び決定

推薦された者について、 本財団に設置する選考委員会の選考を経て、 理事長に報

告し、 理事会で奨学生を決定する。 一大学において、 「採用者なし」もあり得る。

なお、 選考に当たっては、 書類審査の他、 面接を行うことがある。

採用決定者については、 5月中に大学及び本人に通知する。

9. 奨学金の支給の停止又は打切り

奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の支給を停止又は打ち切ること

がある。

( 1)病気等により又は理由なく長期(1ヵ月以上）欠席したとき

(2)休学又は外国へ留学（短期、 交換留学を含む）したとき

(3)在学する大学における学籍を失ったとき

(4)学則により処分を受けたとき

(5)学業成績又は素行が甚だ不良のとき

(6)事前の連絡なく奨学生交流会等諸行事を欠席したとき

(7)事前の相談なく年間10日間以上帰国又は日本を離れたとき

(8)応募書類及び報告書類の記載事項に重大な虚偽が発見されたとき

(9)その他留学生としての資格を失ったとき

(10)本財団若しくは本財団の支援企業の名営を傷つけ又は迷惑をかけたとき

10. 報告書の提出

奨学生は、 理事長から要求があったときは、 学習の状況（学業成績を含む。）

及び生活状況について報告書を提出しなければならない。

11. 注意事項

この要項に記載してあることについて不明の点があれば、 大学の事務局に照会す

ること。

★
★

★
★

★は学内選考合格者のみ提出
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※必ず読んでから記入してください

a233457u
タイプライターテキスト

学内締切　　　　１／２３（金）　１７：１５
学内選考結果　　２／６頃
再提出締切　　　２／１６
財団提出締切　　２／２４必着




